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重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供さ

れるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象

となります。認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（北海道指定 第０１７４３００４５９号） 
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１．事業者 

（１）法人名         社会福祉法人 白糠町社会福祉協議会 

（２）法人所在地     北海道白糠郡白糠町東１条北１丁目１番地９ 

（３）電話番号       ０１５４７‐２‐２０４２ 

（４）代表者氏名     会長 岸本 秀彦 

（５）設立年月       昭和２６年９月１８日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類   指定居宅介護支援事業所 平成１６年６月７日指定 

（２）指定事業所番号 ０１７４３００４５９号 

（３）事業の目的    居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び

管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護者

からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境

等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利

用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、

サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保

険施設への紹介等の連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目

的とします。 

（４）事業所の名称    白糠町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所 

（５）事業所の所在地  北海道白糠郡白糠町東１条北１丁目１番地９ 

（６）電話番号        ０１５４７‐２‐２０４２ 

（７）事業所管理者    三好 耕二（主任介護支援専門員） 

（８）当事業所の運営方針 

①事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において

その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に

努めます。 

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づ

き、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ

効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行い

ます。 

③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される

サービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正

中立に行います。 

④事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、

他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、

指定特定相談支援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援

困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努

めます。 
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⑤サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止

に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介護状態

が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は地域包括支

援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講じます。 

⑥利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を

行います。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も

行います。 

⑦保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽

に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調査を行います。 

（９）開設年月        平成１６年７月１日 

（10）事業所が行っている他の業務 

   当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

[基準該当身体障害者居宅介護事業]   0146600028 号 (平成 15 年 4 月 1 日指定) 

 [訪問介護事業]             0174300459 号 (平成 16 年 6 月 7 日指定) 

 [地域密着型通所介護事業]         0194300083 号 (平成 28 年 4 月 1 日指定) 

[認知症対応型通所介護事業］      0194300083 号（令和 3 年 4 月 1 日指定） 

[介護予防･日常生活支援総合事業]    0174300459 号 (平成 30 年 4 月 1 日指定) 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  白糠町内一円 

（２）営業日及び営業時間 
 

営業日 月曜日から金曜日 

(祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日までを除く) 

但し、上記以外にサービスの提供を希望する場合は、調整可。 

 

受付時間 
月曜日から金曜日 午前９時００分～午後５時００分。 

上記以外の時間は、０８０‐１８７７‐４９０２へ。 

 

サービス提供時間帯 月曜日から金曜日 午前９時００分～午後５時００分。 

但し、当事業所は２４時間体制で、緊急の連絡や問い合わせ

に対応しています。 
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４．職員の体制 

 当事業所では、利用者に対して居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職

種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>                  令和６年４月 1 日現在 

職種 常勤 非常勤 常勤換算 

１．管理者 １名   

２．主任介護支援専門員 

（内 1 名管理者と兼務） 
２名 １名 

４．５名 
３．介護支援専門員 

２名  

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における 

常勤職員の所定勤務時間数(週３５時間)で除した数です。 

<主な職務内容> 

管理者 

１. 従事者の管理及び居宅介護支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把

握、その他の管理を一元的に行います。 

２. 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 

介護支援専門員 

１. 介護サービス計画の作成及び指定居宅介護支援との連絡調整など、介護支援サービ

スの提供を行います。 

２. 要介護認定調査業務を行います。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて通常の場合、利用料金は介護保険から給付されま

すので、利用者の利用料負担はありません。 

（１）サービスの内容と利用料金 

＜サービスの内容＞ 

＜居宅サービス計画の作成の流れ＞ 

① 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当

させます。 

② 居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における居宅サービ

ス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はそ

の家族等に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めます。 

③ 介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利

用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上で

の留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

④ 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ居宅サ

ービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、

利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で

決定するものとします。 
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＜居宅介護支援の提供方法＞ 

① 居宅介護支援サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用者等に重要事項説明

書を交付し口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、利用料、情報開示の方法等に

ついて同意を得るものとします。 

② 事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用

者もしくはその家族から求められたときは、これを提示します。 

③ 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険

者資格、要介護認定の有無、認定区分及び要介護認定の有効期間等を確かめます。 

④ 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の

意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。 

⑤ 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する１か月

前には行われるよう必要な援助を行います。 

⑥ 要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成に当たっては、医療保健サー

ビス･福祉サービス等のサービス事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的かつ効

率的にサービス提供されるよう、サービス提供の手続を行います。また、サービス

事業所の選択に当たっては利用者若しくはその家族の自由な選択を尊重し、複数の

事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所を計画に位置付けた理

由を求めることが可能であることを説明し、理解を得て署名による同意を得るもの

とします。 

⑦ 予め、利用者等に対し、利用者が病院もしくは診療所（以下「医療機関等」とい

う）に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及

び連絡先を医療機関等に対し伝えるよう依頼を行うこととします。なお、日頃から

介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳

等と合わせて保管することを依頼します。 

＜居宅介護支援の具体的取扱方針＞ 

居宅介護支援の具体的取扱方針は別紙のとおりとします。 

  ＜前６月間に居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等の割合等について＞ 

別紙の通り 
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＜サービス利用料金＞ 

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、

介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、利

用者の自己負担はありません。但し、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介

護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記の

サービス利用料金と諸加算料金を含んだ全額をいったんお支払い下さい。 

なお、費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明

をした上で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとします。 

ア．基本料金 居宅介護支援費 

要介護１・２ １０．８６０円/月 

要介護３・４・５ １４，１１０円/月 

イ．加算 以下の場合は基本利用料金に加算されます。 

① 初回加算：３，０００円/月 

・新規及び要支援から介護に移行されて居宅サービス計画を作成した場合。 

・要介護状態区分が２段階以上変更されて居宅サービス計画が行われた場合。 

② 入院時情報連携加算（Ⅰ）：２，５００円/月 

・利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、入院後３日以内に利用者に係る必要な

情報を提供した場合。 

③ 入院時情報連携加算（Ⅱ）：２，０００円/月 

・利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、入院後７日以内に利用者に係る必要な

情報を提供した場合。 

④ 退院･退所加算（Ⅰ）ロ：６，０００円/回 

・医療機関や介護保険施設等に入所していた利用者が退院又は退所し、その居宅において

居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、退院又は退所に当たっ

て、医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供をカンファ

レンスにより１回受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サ

ービスの利用に関する調整を行った場合。（入院又は入所期間中につき１回を限度とし、初

回加算との同時算定はできない。） 

⑤ 緊急時等居宅カンファレンス加算：２，０００円/回 

・病院又は診療所の求めにより、医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファ

レンスを行い、必要に応じて、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整

を行った場合。（１ヶ月に２回を限度。） 

⑥ 通院時情報連携加算：５００円/月 

･利用者１人につき、１月に１回の算定を限定とする。 

・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況

や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を

受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合。 
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⑦ 特別地域居宅介護支援加算：所定単位数の１５％を加算 

・離島･山間･へき地などの地域に所在する事業所の介護支援専門員が居宅介護支援を行

った場合。 

⑧ 特定事業所加算（Ⅱ）：４，２１０円/月 

・専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 

・専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を３名以上配置していること。 

・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした

会議を定期的に開催すること。 

・２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保し

ていること。 

・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 

・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支

援を提供していること。 

・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 

・運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

・居宅介護支援の利用者数が介護支援専門員１人当たり４５名未満であること。 

・介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に

協力又は協力体制を確保していること。 

・他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会･研修会等を実施している

こと。 

⑨ 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価 

・看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携を推進する観点から、

居宅サービスの等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント

業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリング

やサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準

備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められる

ケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行う。 

・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の（原案の）作成など、請

求にあたって必要な書類の整備を行っていること。 

・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録

で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。 

（２）交通費 

通常の事業実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費の実費をいただきます。

なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の通りです。 

（１）事業所から、片道３０キロメートル未満 １,０００円 

（２）事業所から、片道３０キロメートル以上 １,５００円 

費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上

で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）をいただきます。 
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（３）利用料金のお支払い方法 

費用は１か月ごとに計算し、国民健康保険団体連合会に請求します。原則利用者に直接

の支払はありません。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う介護支援専門員 

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

（２）介護支援専門員の交替 

 ① 事業者からの介護支援専門員の交替 

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じ

ないよう十分に配慮するものとします。 

② 契約者から交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上

不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介

護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援

専門員の指名はできません。 

（３）サービス提供における事業者の義務 

 事業者の記録作成･交付の義務 

① 利用者に対する居宅介護支援の実施について記録を作成し、その完結の日から２年

間保管し、利用者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧、又はその複写物を交付しま

す。 

② 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他利用者から申し出

があった場合には、利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関す

る書類を交付します。 

 

７．緊急時･事故発生時の対応 

居宅介護支援のサービス提供中において、利用者の体調が急変した際、主治医･医療機関

及び、ご家族並びに関係者等に適切に連絡を取り、必要な対応を行います。 

また、サービスの提供に関して事故が発生した場合には、必要に応じて主治医･医療機関

及び、ご家族並びに関係者等に適切に連絡を取り、あわせて、死亡事故その他重大な事故

であるときは、北海道及び保険者に報告を行います。 

また、事故等により、財産の破損等の際は速やかに利用者に連絡を行い、賠償すべき事

故と判断された場合には、損害賠償を行います。あわせて、台帳に記録･保管し、再発防止

に努めます。 
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８． 感染症の予防及びまん延防止のための措置 

事業者は、感染症の予防及びまん延防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

ます。 

（1） 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね 6月に 1回以

上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っています。 

（2） 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（3） 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施していま

す。 

 

９． 虐待の防止について 

（1） 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図っています。 

②虐待の防止のための指針を整備しています。 

③従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に実施しています。 

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。 

虐待の防止に関する担当者 事業係長 三好 耕二 

（2） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを白糠町 

に通報します。 

（3） 虐待通報の窓口 

白糠町社会福祉協議会 

指定居宅介護支援事業所 

電話 番 号：01547‐2‐2042 

受付 時 間：9：00～17：00まで 

（ただし、土・日・祝日、12月 29日から 1月 3日を除く） 

白糠町役場 

保健福祉部介護福祉課 

介護保険係 

電話 番 号：01547‐2‐2171 

受付 時 間：8:30から 17:00まで 

（ただし、土・日・祝日、12月 29日から 1月 3日を除く） 
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１０．利用者及び利用者家族の個人情報の取り扱いについて 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が策定した「医療･介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする

上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続

します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき

旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

（２）個人情報の使用について 

① 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に契約者に関

する心身等の情報を提供できるものとします。 

② 契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場

合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又は

その家族等の個人情報を用いることとします。 

 

１１．介護サービス情報の公開・第三者評価の実施について 

（１）介護サービス情報の公開 

当事業所では介護サービス情報を公表しております。介護サービス事業所･施設を比較･

検討して適切に選ぶための情報を提供する仕組みです。ホームページから閲覧できます。 

(北海道介護サービス情報公表センター http://www.kaigojoho-hokkaido.jp/) 

（２）第三者評価の実施 

事業運営における問題点を把握し、事業者におけるサービスの質、運営内容、経営内容

等の良否を専門的に判断･評価し、改善指導等を実施します。 

利用者アンケート調査等、利用者

の意見を把握する取組の状況 

あり 
実施日  

結果の開示 あり ・ なし 

なし 

第三者による評価の実施状況 
あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 あり ・ なし 

なし 
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１２．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

ご契約者(利用者)からの相談又は苦情等に対して、以下の窓口で受け付けます。 

苦情受付窓口   社会福祉法人 白糠町社会福祉協議会 

ＴＥＬ･ＦＡＸ   ０１５４７‐２‐２０４２ 

担当者       事業所管理者 三好 耕二 

受付時間         月曜日～金曜日 ９:００～１７:００ 

（２）円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制･手順 

・ 苦情等があった場合は、ただちに管理者が相手方に連絡を取り、直接訪問するなどし

て詳しい事情を聞くとともに、担当者からも事情を確認いたします。 

・ 管理者が必要あると判断した場合は、検討会議を行います。 

(検討会議を行わない場合も、必ず管理者まで処理結果を報告いたします。) 

・ 検討後、早急に具体的な対応を行います。 (ご利用者への謝罪等) 

・ 台帳に記録･保管し、再発防止に努めます。 

（３）行政機関その他苦情受付機関 
 

白糠町役場 

保健福祉部介護福祉課 

介護保険係 

所 在 地  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

電 話番号  ０１５４７‐２‐２１７１ 

ｆａｘ番号  ０１５４７‐２‐４６５９ 

受 付 時 間  ８:３０～１７:００ 

 

北海道 

保健福祉部 

所 在 地  札幌市中央区北３条西６丁目 

電 話 番 号  ０１１‐２３１‐４１１１ 

ｆａｘ番号  ０１１‐２５１‐３８７９ 

受 付 時 間  ９:００～１７:００ 
 

北海道 

国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地  札幌市中央区南２条西１４丁目 

電 話 番 号  ０１１‐２３１‐５１６１ 

ｆａｘ番号  ０１１‐２３３‐２１７８ 

受 付 時 間  ９:００～１７:００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第３８号(平成１１年３月３１日)第４条の規定に基づき、

利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 



 

 

 

別紙  

≪居宅介護支援の具体的取扱方針≫ 

（１）居宅介護サービス計画の担当者 

介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に関する業務を行う。 

（２）相談の受付場所 

利用者等から相談を受け付ける場所は事業所内とする。 

（３）利用者等への情報提供 

居宅サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地域における

指定居宅介護サービス事業者、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者が希望

するサービス事業者の情報を適正に説明する。複数のサービス事業者等の紹介の求め等

があった場合には誠実に対応し、利用者またはその家族のサービスの選択が可能となる

ように支援する。利用者等の選択を求めることなく最初から同一の事業主体に偏った計

画原案を提示することは行わず、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居

宅サービス事業者のみを計画に位置づけない。 

（４）利用者の実態把握 

介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者の有している能力、提供

を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱え

る問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、

解決すべき課題を把握しなければならない。 

（５）居宅サービス計画の原案作成 

① 介護支援専門員は、利用者の居宅を最低月１回訪問し、利用者及びその家族と面接

し支援する上で解決しなければならない課題を分析し、利用者、家族が指定した場所

においてサービスの希望並びに利用者について把握された課題に基づき、当該地域に

おける介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービス

の目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス

計画の原案を作成する。 

② 利用者等が、訪問看護、通所リハビリテーション等医療系サービスを希望している

場合やその他必要な場合は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求める。医療

系サービスについては、主治の医師等の指示がある場合においてのみ、居宅サービス

計画に位置づける。この場合、意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画

を交付する。なお、介護サービスに対して主治の医師等から留意点等が示された場合

は、当該留意点を尊重して計画の作成を行う。 

③ 末期の悪性腫瘍の利用者に限り、利用者等の同意を得て、心身の状況等により主治

の医師等の助言を得た上で必要と認める場合以外は、サービス担当者会議の招集を行

わず、利用者の支援を継続できる。この場合、心身等の状況について、主治の医師等、

サービス事業者へ情報を提供する。支援については、主治の医師等の助言を得たうえ

で、状態変化を想定し、今後必要となるサービス等の支援の方向性を確認し計画作成

を行い、在宅を訪問し、状態の変化やサービスの変更の必要性を把握する。 



 

 

 

④ 居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を

位置づける場合は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等に十分留

意しつつ、その必要性や特段の理由について計画に記載するとともに、市町村に届出

を行う。 

（６）サービス担当者会議の開催 

居宅サービス計画原案を作成した場合は 原則としてサービス担当者会議を開催し、

情報を共有するとともに、担当者から専門的な見地から意見を求めるものとする。但し、

末期の悪性腫瘍の利用者に限り、心身の状況等により主治の医師又は歯科医師等の意見

を勘案して必要と認める場合、その他やむを得ない理由がある場合については、サービ

ス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとし、利用者の状態を分

析、把握するため複数職種間で意見調整を行い事業所との連携を図る。 

（７）居宅サービス計画の説明、同意及び交付 

介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、居宅サービス計画に位置付けたサ

ービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得、当該居宅

サービス計画を交付する。 

 

≪サービスの実施状況の継続的な把握と評価≫ 

（１）介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指

定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実

施状況の把握及び利用者の課題把握を行う。また、居宅サービス事業者等から利用者

に係る情報の提供を受けたときやその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口

腔機能その他利用者の心身又は生活状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用

者の同意を得て、主治の医師もしくは歯科医師、又は薬剤師に提供するものとする。 

（２）介護支援専門員は、少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者の面接

を行い、モニタリング結果を記録する。 

 

≪介護保険施設の紹介等≫ 

（１）介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になった

と認める場合又は利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合には、主

治の医師等の意見を求めたうえ、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。 

（２）介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依

頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サ

ービス計画の作成等の援助を行う。 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                     別紙 

≪全６月間に居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等の割合等≫ 

（１）前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所

介護、福祉用具貸与の利用割合 

  ・訪問介護        50％ 

  ・通所介護        28％ 

  ・地域密着型通所介護   16％ 

  ・福祉用具貸与      67％ 

 

（２）前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所

介護、福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供されたものの割合。 

訪問介護 通所介護 

① 白糠社協訪問介護事業所 95％ ① 清和園通所介護 95％ 

② 合同会社 千寿 3％ ② ニチイケアセンター星が浦 5％ 

③ ニチイケアセンター星が浦 1％   

地域密着型通所介護 福祉用具貸与 

① ケアホーム春風 100％ ① 株式会社マルベリー釧路 29％ 

  ② 株式会社エンパイアー釧路 23％ 

  ③ 株式会社フロンティア釧路 18％ 

※令和６年９月１日変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

説明者 社会福祉法人 白糠町社会福祉協議会   

 指定居宅介護支援事業所   

 

  管理者  三 好 耕 二       

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、内容について同意し、交付

を受けました。 

 

 

利用者 住 所  

 

 

氏 名                  

 

 

 

署名代理人 住 所  

 

 

氏 名                  

 

（続柄              ）   

 

 


